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平成２５年１２月１８日（第４日） 

開議   １３時００分  

○議長 川野 高實君  

これから本日の会議を開きます。  

 日程はお手元に配布のとおりです。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 議案第８７号から日程第７ 議案第９８号までの７件を一括して議題とします。 

 本案は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。  

 栗田民生産業委員長。  

○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第８７号 鞍手町督促手数料及び延滞金徴収条例。  

 議案第８８号 鞍手町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第９０号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例。  

 議案第９２号 鞍手町廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第９５号 平成２５年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。  

 議案第９７号 平成２５年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算（第１

号）。 

 議案第９８号 平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算（第２号）。 

 本委員会は１２月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います。  

 議案第８７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第８８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９０号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９５号について質疑はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９８号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 議案第８７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第８８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第９０号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第９２号について討論はありませんか。  

 宇田川亮君。 

○１１番 宇田川 亮君  

 議案第９２号 鞍手町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に対し反

対討論を行います。  

 この条例は、高すぎると批判の強いごみ袋料金を消費税が８％に増税されても、料金を据

え置くものとなっています。このことは一定の評価はできますが、料金を据え置いたとして

も、他の自治体と比べて高すぎることに変わりはありません。もっと思い切った値下げが必

要だと考えます。  

 また、議案第９１号と同じく、国に納める必要のない消費税をごみ袋料金等に転嫁し、町

民からのみ消費税を徴収する条例には変わりありません。消費税が１０％に増税されれば、

その分ごみ袋料金が値上げされることにつながる、この条例には反対いたします。  

○議長 川野 高實君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

これで討論を終わります。  

 次に、議案第９５号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第９７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に、議案第９８号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

これから採決を行います。  

議案第８７号 鞍手町督促手数料及び延滞金徴収条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第８７号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第８８号 鞍手町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第８８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に、議案第９０号 鞍手町営住宅管理条例の一部を改正する条例を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９０号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、議案第９２号 鞍手町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９２号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、議案第９５号 平成２５年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９５号は委員長報告のとおり可決されました。   
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次に、議案第９７号 平成２５年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計補正予算

（第１号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９７号は委員長報告のとおり可決されました。   

次に、議案第９８号 平成２５年度鞍手町泉水団地改良住宅移設事業特別会計補正予算

（第２号）を採決します。  

本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９８号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に進みます。  

日程第８ 議案第８９号から日程第１７ 議案第１０１号までの１０件を一括して議題

とします。 

本案は総務文教委員会に付託していましたので、総務文教委員長の審査報告を求めます。 

原総務文教委員長。  

○６番 原  哲也君  

 総務文教委員会の議案審査報告をいたします。  

 議案第８９号 鞍手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例。  

 議案第９１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改

革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例。  

 議案第９３号 鞍手町課室設置条例等の一部を改正する条例。  

 議案第９４号 平成２５年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）。  

 議案第９６号 平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

 議案第９９号 平成２５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算（第１

号）。 

 議案第１００号 平成２５年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）。  

 議案第１０２号 平成２５年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計補正予算（第２号）。 

 議案第１０３号 平成２５年度鞍手町一般会計補正予算（第６号）。  

 議案第１０１号 財産の処分。 

 本委員会は１２月１１日に付託された上記の議案を審査の結果、いずれも原案を可決すべ

きものと決定したので、会議規則第７６条の規定により報告いたします。  

○議長 川野 高實君  
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 これから委員長報告に対する質疑を行います｡ 

 議案第８９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９４号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第９９号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第１００号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第１０２号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第１０３号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に、議案第１０１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

これから討論を行います。  

議案第８９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第９１号について討論はありませんか。  
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 宇田川亮君。 

○１１番 宇田川 亮君  

 議案第９１号に対し反対討論を行います。  

 今回の条例は、消費税が来年４月から８％へ増税されることに伴い、町内公共施設の使用

料や入館料も値上げするというものです。しかも、消費税が１０％に上がれば、条例改正せ

ずに値上げされることも明らかになっています。  

 更に町は、民間企業との公平性を保つためなどと言っていますが、民間企業は国に消費税

を納めています。しかしながら町は、町民や利用者からは消費税を取っておきながら、国に

は１円も納めていないことも明らかになりました。  

 これでは公平性どころか、まさに不公平としか言いようがありません。国に納める必要の

ない消費税は社会保障の安定財源の確保にはつながりません。そして、それを公共料金にも

転嫁し、町民や利用者からのみ消費税を徴収するこの条例には反対いたします。  

○議長 川野 高實君  

他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

これで討論を終わります。  

次に、議案第９３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第９４号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第９６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第９９号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第１００号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第１０２号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第１０３号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  
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討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

次に、議案第１０１号について討論はありませんか。  

岡﨑邦博君。 

○１２番 岡﨑 邦博君  

 議案第１０１号 財産の処分について反対の立場から討論を行います。  

 この議案は中山西区用地のＡ用地を鑑定評価額である公募価格から４０％割引にあたる、

１㎡あたり９，６００円から５，７６０円に単価を引き下げ、３，２１５万円分を値引きし

て処分しようとするものです。  

 公有財産の処分は、本来、適正な対価での処分が求めてられているが、今回の財産処分は

鑑定評価額である公募価格から４０％割引く根拠が軟弱地盤だからという理由だけで、それ

がなぜ４０％引きにあたるのか数的根拠が全く示されていません。さらに割引価格は広く一

般に公表されることなく、町と相手方との二者で４０％引きの価格が決定されており、公有

財産の処分に必要な公平性、公正性、透明性も確保されていません。  

 これらのことから、適正を欠いた町有地の処分であると言わざるを得ず、町民の財産を減

耗することにつながるため、議案第１０１号に反対します。  

○議長 川野 高實君  

 他に討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第８９号 鞍手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第８９号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９１号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の消費税法の一部を改正する等の法律並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９１号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９３号 鞍手町課室設置条例等の一部を改正する条例を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  
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本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９４号 平成２５年度鞍手町一般会計補正予算（第５号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９４号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第９６号 平成２５年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第９９号 平成２５年度地方独立行政法人くらて病院貸付金特別会計補正予算

（第１号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第９９号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１００号 平成２５年度鞍手町水道事業会計補正予算（第２号）を採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第１００号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１０２号 平成２５年度鞍手町中山西区用地造成事業特別会計補正予算（第

２号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第１０２号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１０３号 平成２５年度鞍手町一般会計補正予算（第６号）を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  
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挙手多数です。よって議案第１０３号は委員長報告のとおり可決されました。  

 次に、議案第１０１号 財産の処分を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は可決であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって議案第１０１号は委員長報告のとおり可決されました。  

次に進みます。  

日程第１８ 意見書第３号を議題とします。  

提出者を代表して６番議員 原哲也君に趣旨説明をお願いします。  

原哲也君。 

○６番 原  哲也君  

 意見書第３号を提案いたします。  

 意見書第３号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律

の制定を求める意見書。  

 別紙意見書案を提出する。  

 平成２５年１２月１８日提出。  

 提出者 鞍手町議会議員 原哲也。同じく栗田幸則。  

 提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９条並びに鞍手町議会会議規則（昭和６２年

鞍手町議会規則第１号）第１３条第１項及び第２項の規定により提案する。  

○議長 川野 高實君  

 お諮りします。  

 意見書第３号は質疑討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって意見書第３号は質疑討論を省略します。  

 これから採決を行います。  

 意見書第３号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律

の制定を求める意見書を採決します。  

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

 挙手多数です。よって意見書第３号は原案のとおり可決されました。  

 次に進みます。  

 日程第１９ 請願第１号を議題とします。  

 本請願は民生産業委員会に付託していましたので、民生産業委員長の審査報告を求めます。 

 栗田民生産業委員長。  
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○１３番 栗田 幸則君  

 民生産業委員会の請願審査報告をいたします。  

 請願第１号 町道認定に関する請願。  

 本委員会は、１２月４日に付託された上記の請願を審査の結果、採択とし、町長に送付す

べきものと決定したので、会議規則第９３条の規定により報告します。  

○議長 川野 高實君  

 これから委員長報告に対する質疑を行います｡ 

 請願第１号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。  

 請願第１号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 請願第１号 町道認定に関する請願を採決します。  

 本案に対する委員長の報告は採択であります。  

本案は、委員長報告のとおり決定することに、賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」あり）  

挙手多数です。よって請願第１号は委員長報告のとおり採択されました。  

次に進みます。  

日程第２０ 閉会中の継続事件を議題とします。  

各委員長から目下審査する事件について、会議規則第７４条の規定に基づき、お手元に配

布しましたとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。  

これより継続審査の申し出に対する質疑をお受けします。  

質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しま

した。 

 これで本日の日程は全部終了しました。  

 これをもって、平成２５年第９回定例会を閉会します。  

閉会 １３時３２分 
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